
資料２ 

居住支援協議会の組織・委員構成等（案） 

１．船橋市居住支援協議会の組織・委員構成（案） 

 

 

 

 

 

・情報の交換、共有、発信 ・相談窓口の設置 ・講演会等の開催 

・研修、事例検討会 ・事業の検討、支援 ・新たな制度（支援事業）の検討  

 ・住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する取組みの支援 

 

２．船橋市居住支援協議会における各団体の役割 

〇船橋市社会福祉協議会（事務局） 

・相談窓口の設置、協議会の運営、事業の運営、事務局経理、ホームページの運営（作成、更

新）各種情報の集約等 

〇民生児童委員協議会 

・見守り、生活相談、コミュニティ活動等 

〇不動産関係団体 

・家主、管理会社、住宅確保要配慮者への情報の提供等（ホームページ、パンフレット、住宅相

談会、講演会等）、空家の活用 

〇建築士職能団体 

・空家の活用、耐震診断の実施等 

〇学識経験者 

・助言、提案 

〇行政（船橋市） 

・居住支援サービスの実施、補助金担当者の設置、制度・事業の周知（講演会、ホームページ、

広報など）、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会との連携 

〇オブザーバー（千葉県住宅課） 

・千葉県すまいづくり協議会居住支援部会との連携、情報提供等 

【不動産関係団体】 
・(一社)千葉県宅地建物取引業協会 

・(公社)全日本不動産協会 

 

【居住支援団体】 

・(福)社会福祉協議会【事務局】 
・民生児童委員協議会 

 

 【建築士関係団体】 

・(一社)千葉県建築士会 
 ・(公社)千葉県建築士 

    事務所協会 

     【学識経験者】 

     ・小林 秀樹 教授 
     ・中島 明子 教授 

 

（仮称） 
船橋市居住支援協議会 

居住支援協議会で行う内容 

相談者 

【行政】 
・船橋市住宅部局 

・船橋市福祉部局 
（オブザーバー） 

千葉県住宅課 



 

３．事務局 

 （福）船橋市社会福祉協議会 

 

４．相談窓口（案） 

（１）居住支援サービスの相談窓口 

・実施主体：（福）船橋市社会福祉協議会 

・実施内容：制度説明、事業案内等 

（２）賃貸物件情報紹介サービスの窓口 

・実施主体：（一社）千葉県宅地建物取引業協会 

（公社）全日本不動産協会 

・予約事務：（福）船橋市社会福祉協議会 

・実施内容：賃貸物件情報の紹介 

（１）、（２）共通項目 

・実 施 者：（仮称）船橋市居住支援協議会 

・実施日時：平日１３時～１６時（月２回、１回１時間×３組、要予約） 

・実施場所：（仮称）船橋市居住支援協議会窓口 

 

５．その他の主な居住支援サービス 

●家賃債務保証サービス（民間賃貸住宅入居支援事業） 

○同行支援サービス（内覧の同行、契約時の立会） 

●緊急通報システム（緊急通報装置貸与事業） 

○金銭、財産管理サービス（家賃の支払い等） 

○書類等預かりサービス（預金通帳、年金証書、実印等の預かり） 

●生活支援サービス（軽度生活援助員派遣事業） 

○入退院時支援サービス（入退院時付添、入院中の支払い代行等） 

○死後事務委任（死亡診断書受取、埋火葬許可申請等） 

○葬儀サービス（遺体搬送、火葬、葬儀、遺骨引渡、合祀） 

○家財整理サービス（家財の後片付、清掃） 

注）●・・・実施中の事業 

○・・・未実施の事業 

 

６．検討すべきモデル事業 

  ・空家の活用等 

 

 


